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民
生
委
員
・
児
童

委
員
と
は

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
民

生
委
員
法
に
よ
っ
て
設
置
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に

委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
特
別
職
の
地

方
公
務
員
で
す
。

　
市
内
で
は
、
１１８
人
の
委
員
が
活

動
し
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
役
割

　
民
生
委
員・児
童
委
員
は
、「
行

政
や
専
門
機
関
な
ど
関
係
機
関
へ

つ
な
ぐ
役
割
」
を
担
っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
皆
さ
ん
と
同
じ
立
場
で
相

談
に
乗
り
、
問
題
解
決
に
向
け
て

適
切
な
機
関
と
地
域
の
重
要
な
パ

イ
プ
役
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
活
動
内
容

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
社

会
福
祉
の
精
神
を
も
っ
て
、
常
に

住
民
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
に
応

じ
、
必
要
な
援
助
を
行
い
ま
す
。

　
近
年
増
加
し
て
い
る
一
人
暮
ら

し
高
齢
者
の
孤
独
死
の
問
題
や
児

童
虐
待
に
対
し
、
地
域
住
民
に
根

ざ
し
た
活
動
を
生
か
し
て
、
専
門

的
な
支
援
に
つ
な
げ
て
い
く
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。

相
談
し
た
い
と
き

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
、

住
所
に
よ
り
担
当
地
区
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
社
会
福
祉
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
民
生
委
員
は
守
秘
義
務
を
も

っ
て
業
務
に
あ
た
っ
て
お
り
、
相

談
内
容
や
秘
密
が
他
に
漏
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
安
心
し

て
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

■
対
象
住
宅

　
申
込
資
格
を
満
た
す
方
で
、「
家

づ
く
り
補
助
基
準
」
に
基
づ
き
、

新
築
工
事
を
行
う
個
人
住
宅

■
対
象
地
域

　
用
途
地
域
が
、
第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地

域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居

地
域
、
準
工
業
地
域

■
対
象
工
事

○
「
家
づ
く
り
補
助
基
準
」
に
適

合
（
全
２０
項
目
）

○
一
定
の
居
住
機
能
（
玄
関
、
台

所
、
便
所
、
浴
槽
）
が
完
備

○
敷
地
面
積
が
１００
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
か
つ
５００
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

○
請
負
金
額
が
１
０
０
０
万
円
以

上（
消
費
税
を
除
く
）の
工
事（
た

だ
し
、
カ
ー
ポ
ー
ト
、
物
置
倉
庫

な
ど
の
費
用
は
除
く
）

■
補
助
金
額

　
１
棟
あ
た
り
一
律
１００
万
円

■
補
助
件
数

　
２
棟
分
（
申
込
順
）

■
申
込
資
格

○
申
込
日
現
在
、
市
に
１
年
以
上

住
所
を
有
す
る
方
ま
た
は
市
内
の

土
地
区
画
整
理
事
業
で
公
売
中
の

保
留
地
を
購
入
し
た
方

○
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

○
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に
、
工

事
を
着
手
し
て
い
な
い
方

○
工
事
完
了
後
に
一
定
期
間
、
住

宅
を
公
開
し
、
市
が
発
行
す
る
広

報
紙
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
す
る
こ
と

を
承
諾
で
き
る
方

○
過
去
に
本
制
度
に
よ
る
補
助
金

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方

■
申
込
方
法

　
１２
月
８
日
ま
で
に
、
所
定
の
申

請
書
（
都
市
計
画
課
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
）
な
ど
を
都
市

計
画
課
窓
口
へ
（
郵
送
不
可
）

※
家
づ
く
り
補
助
基
準
や
必
要
書

類
な
ど
、
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
ま
ち
の
民
生
委
員・児
童
委
員

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

●
ど
の
よ
う
な
活
動
を
さ
れ
て

い
ま
す
か
。

　
地
域
の
敬
老
会
、
ふ
れ
あ
い

サ
ロ
ン
、
い
こ
い
体
操
な
ど
の

開
催
協
力
、
一
人
暮
ら
し
や
寝

た
き
り
高
齢
者
の
実
態
調
査
、

地
域
の
人
た
ち
が
抱
え
る
問
題

の
相
談
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
、

ま
た
幼
児
虐
待
、
青
少
年
問
題

な
ど
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
関
係
機
関
と
の
連
絡
調

整
を
行
っ
て
い
ま
す
。

八
潮
市
民
生
委
員
・
児
童
委
員

協
議
会

�

会
長　
篠し

の

木き　
猛た

け
し

さ
ん

●
活
動
を
始
め
て
か
ら
気
づ
い
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　
２８
年
前
に
委
嘱
さ
れ
た
当
時
は

高
齢
者
に
関
す
る
問
題
が
大
き
な

ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
ま
し
た
が
、

近
年
は
、
ひ
き
こ
も
り
、
虐
待
、

Ｄ
Ｖ
、
子
ど
も
の
貧
困
な
ど
、
問

題
が
多
様
化
し
、
よ
り
深
刻
化
し

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

●
活
動
時
に
気
を
つ
け
て
い
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
。

　
公
平
公
正
を
旨
と
し
て
出
会
っ

た
皆
さ
ん
と
等
し
く
接
す
る
事
、

ま
た
、
活
動
す
る
う
え
で
知
り
得

た
情
報
を
し
っ
か
り
と
守
る
こ
と

に
絶
え
ず
気
を
配
っ
て
い
ま
す
。

●
活
動
を
振
り
返
っ
て
印
象
に
残

っ
て
い
る
出
来
事
は
あ
り
ま
す

か
。

　
委
嘱
さ
れ
て
数
年
経
過
し
た
こ

ろ
、
当
時
１０
歳
の
障
が
い
を
も
っ

た
男
の
子
に
出
会
い
ま
し
た
。
訪

問
を
重
ね
る
う
ち
、「
学
区
の

小
学
校
に
通
い
た
い
」
と
の
本

人
の
強
い
希
望
が
あ
り
、
学
区

内
の
校
長
先
生
と
話
し
合
い
を

重
ね
ま
し
た
。
そ
し
て
見
学
と

い
う
形
で
数
回
授
業
に
参
加
す

る
こ
と
に
な
り
、
私
も
同
伴
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
生

懸
命
授
業
に
取
り
組
ん
で
い
る

そ
の
時
の
男
の
子
の
輝
い
た
笑

顔
が
強
く
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。

●
市
民
の
皆
さ
ん
に
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
個
人
情
報
に
対
す
る
個
人
の

意
識
が
高
ま
り
、
民
生
委
員
の

力
だ
け
で
は
地
域
の
情
報
を
得

る
の
も
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら
細
か
な
情
報
を
民

生
委
員
に
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ

ば
、
よ
り
一
層
地
域
福
祉
の
発

展
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
５
月
１２
日
は
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」
で
す
。
今
年
度
は
、
民
生
委
員
制
度
創
設
１００
周
年
を
迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
で
す
。
民
生
委

員
・
児
童
委
員
は
、
日
常
生
活
で
困
っ
た
こ
と
や
、
心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
行
政
や
関
係
機
関
と
の
調
整
役
を
果
た
す
な
ど
地
域
の

頼
れ
る
存
在
で
す
。
こ
の
制
度
を
よ
り
多
く
の
方
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
内
容
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

�

物
社
会
福
祉
課
☎
奮
３
１
６  

　
５０
年
、
１００
年
先
を
見
据
え
、
地
域
に
根
ざ
し
た
八
潮
ら
し
い
街
並
み
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
や
し
お
家

づ
く
り
デ
ザ
イ
ン
マ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
に
基
づ
い
た
住
宅
を
建
築
す
る
方
に
、
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

  
 

物
都
市
計
画
課
☎
奮
３
４
６  

身
近
な
民
生
委
員
へ
ご
相
談
を
！

◆家づくり補助基準の主な具体例玄関には、庇
ひさし

や軒下の空間
を設け、鉢植
えなどを配置
する。

通りから見え
る箇所には、
中高木を植え
る。

屋外設備（室
外機）などを
通りから見え
にくい箇所に
設置する。

舗装材の素材
などに配慮す
る。

屋根は、街並みの
連続性を感じさせ
る切

きり

妻
つま

や寄
よせ

棟
むね

など
の傾斜屋根とする。

道路に面した外壁
には見附面積の２０
パーセント以上に
自然素材を用いる。

住宅のアクセント
として、道路に面
した１階部分に軒先
または庇を設ける。

八
潮
ら
し
い
街
並
み
景
観

�

形
成
支
援
補
助
制
度
に
つ
い
て縁側やテラスなど

を設置する。垣・柵などは、高さを１．２
メートル以下、接道部で
は長さを接道長の２分の１
以下とする。

民生委員制度創設
１００周年シンボルマーク


